
前回定例会（平成２１年１月１４日）以降の原子力安全・保安院の動き 

 

平成２１年２月４日 

原子力安全・保安院 

 

１．「原子力安全・保安院通信」vol.15（平成２０年１２月２１日発行）の誤記載に関する再

発防止対策について 

昨年１２月２１日に「原子力安全・保安院通信vol.15」において、プルサーマル計画につい

て地元了解が得られていないにもかかわらず「地元了解：了」と誤って記載していたことにつ

いて、謝罪広告の掲載や折り込チラシによりお詫びと訂正を行いました。原子力に係る行政の

円滑な推進を図る上で、国民の皆様に誤解を与える結果となりましたことを、経済産業省とし

て真摯に受け止め、今後このようなことがないよう、再発防止対策をとりまとめました。（別

添①参照） 

 

２．柏崎刈羽原子力発電所の敷地・敷地周辺の地質・地質構造、基準地震動及び地震随伴事象

並びに基準地震動に対する７号機の耐震安全性の評価に係る報告書の原子力安全委員会へ

の報告等について 

保安院は、柏崎刈羽原子力発電所の敷地・敷地周辺の地質・地質構造及び基準地震動につい

て専門家の意見を聴きながら、現地調査等も行い、検討を行ってまいりました。その結果、保

安院は、１月３０日、柏崎刈羽原子力発電所に係る地質・地質構造、基準地震動、地震随伴事

象及び基準地震動に対する７号機の施設の耐震安全性についての東京電力の評価結果は妥当で

あるとする報告書を取りまとめ、原子力安全委員会に報告するとともに、東京電力に対して通

知しました。 

また、新たな知見の反映の仕組みを始めとする、原子力発電所の耐震安全性に係る信頼の一

層の向上を図るための保安院の今後の取組についてもまとめました。（別添②参照） 

 

３．柏崎刈羽原子力発電所７号機のプラント全体の機能試験計画案の評価について 

 保安院は、１月２８日、設備健全性評価サブワーキンググループを開催し、東京電力から報

告のあった柏崎刈羽原子力発電所７号機のプラント全体の機能試験計画案について審議を行い、

同試験計画案が地震影響の有無等の確認、プラント全体の機能・性能の確認等の観点から適切

なものであるとの評価をとりまとめました。７号機はタービン関係の系統機能試験３項目を実

施中であるので、保安院としては、その内容・結果を確認し、７号機の系統機能試験全体とし

ての評価を行い、その上でプラント全体の機能試験を実施できるかどうかの評価を厳格に行う

ことにしています。 

 

４．柏崎刈羽原子力発電所６号機の設備健全性評価に関する報告書案（機器単位及び燃料装荷

前系統機能試験）のとりまとめについて 

保安院は、１月２８日、設備健全性評価サブワーキンググループを開催し、東京電力から報

告のあった柏崎刈羽原子力発電所６号機に係る点検・評価報告書（機器レベルの点検・評価報

告）及び６号機の系統機能試験の実施状況について検討・審議を行い、６号機の機器単位及び
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燃料装荷前系統機能試験に関する設備健全性に係る報告書案をそれぞれとりまとめました。機

器単位の報告書案では、６号機の設備点検及び地震応答解析等の結果から機器単位の設備健全

性は維持されていると評価しまた。また、燃料装荷前の系統機能試験についても、安全基準に

適合し、所定の機能が維持されており、燃料装荷に必要な安全性は確保されていることを確認

しました。今後は燃料装荷作業の安全確認を行い、その後に行われる系統機能試験についても

厳格に確認・評価をします。 

 

５．柏崎刈羽原子力発電所に係る設備健全性評価作業における点検箇所数の不整合について 

保安院は、柏崎刈羽原子力発電所６号機において立入検査を実施した際に、点検箇所数のカ

ウントの方法に一部の不整合が生じていることを指摘し、東京電力に対して、不整合が生じて

いる原因及び当該箇所を含め他箇所・他号機の点検に同様の不整合生じていないか調査するよ

う指示しました。 

東京電力は、この指示を受けて行った調査において、同発電所６号機の建屋間の貫通部３箇

所、同発電所７号機の建屋間の貫通部２箇所において、点検が一部未実施であった箇所が確認

され、点検の結果、異常がないことが、昨日、保安院に対して報告がありました。 

東京電力からの報告書を受けて、保安院として確認・評価を行ったところ、点検結果につい

ては、異常がなく設備の健全性に影響を与えるものではないことを確認しました。 

 

６．柏崎刈羽原子力発電所６号機に関する新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る点検・評価

報告書（建物・構築物編）（改訂１）の提出について 

保安院は、平成２０年１２月２５日、東京電力より、柏崎刈羽原子力発電所６号機に関する

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る点検・評価報告書（建物・構築物編）を受領したとこ

ろですが、２月４日に、同じく同社より、同報告書の改訂版を受領しました。 

主な改訂内容は誤記の訂正ですが、当院としては、本日提出された報告書を含め、引き続き

専門家の意見を聴きながら、事業者による評価の内容を厳格に確認してまいります。 

 

７．柏崎刈羽原子力発電所２号機、４号機及び５号機の建物・構築物に係る点検評価の実施状

況に関する立入検査及び専門家による現地調査について 

保安院は、１月１７日、柏崎刈羽原子力発電所２号機、４号機及び５号機の建物・構築物に

係る点検・評価の実施状況に関する立入検査及び専門家による現地調査を実施しました。 

 

８．新潟県中越沖地震による柏崎刈羽原子力発電所への影響に関する国際原子力機関（IAEA）

の第３回（第２次フォローアップ）調査団報告書の公表について 

保安院は、平成２０年１２月１日から５日まで国際原子力機関（IAEA）による第３回（第２

次フォローアップ）調査を受け入れました。１月３０日（日本時間）、その調査報告書がIAEA

より公表されました。（別添③参照） 

 

９．新潟県中越沖地震における柏崎刈羽原子力発電所に関する調査・検討状況の住民説明会の

開催 

保安院は、１月３１日、柏崎市において、住民説明会を開催しました。 
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10．新潟市内の産業廃棄物処理施設における日本原子力発電(株)の社名、放射性廃棄物である

こと及び放射性物質を示す標識等が記載されたドラム缶の発見について（第３報） 

 保安院は、新潟市内の産業廃棄物処理施設において、「放射性廃棄物」「日本原子力発電(株)

（以下、「原電」という。）東海発電所」と書かれ、放射性物質を示す標識が記載された緑色

のドラム缶が発見された件について、１月１６日、原電の現地調査に立ち会いドラム缶メーカ

の書類確認等にも立ち会いました。当該ドラム缶は、同メーカが他社向けの製品の不良品を用

いて試し印刷したドラム缶（１本）であること、また当該ドラム缶を廃油等の処分用容器とし

て使用し、発見された新潟市内の産業廃棄物処理業者に引き渡していたことが確認されました。 

以上から原電から発生した放射性廃棄物用のドラム缶ではないことが分かりました。内容物科

学分析の結果、塗料や有機溶剤などの混合物である可能性が高いことが確認されました。 

 

＜中越沖地震における原子力施設に関する調査・対策委員会の開催状況＞ 

 １月２２日 構造ワーキンググループ（第２８回） 

 １月２３日 地震・津波、地質・地盤合同ワーキンググループ（第２７回） 

 １月２８日 設備健全性評価サブワーキンググループ（第１７回） 

 ２月 ３日 地震・津波、地質・地盤合同ワーキンググループ（第２８回） 

 ２月 ４日 構造ワーキンググループ（連絡会） 

 

＜設備点検に係る妥当性確認のための立入検査等実績（１月１５～２月４日）＞ 

立入検査：１月１５日、１８日、１９日、２０日、２１日、２２日、２３日、２７日、 
２９日、３０日、２月４日              合計１１回 
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